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独立行政法人 労働者健康安全機構 

（2023 年 2 月 21 日） 

 

後方視的観察研究へのご協力のお願い 

 

 当機構では、下記のような研究を労働者健康安全機構本部医学系研究倫理審査委員会の

審査を受け、理事長の承認のもと実施いたしますので、研究の趣旨をご理解いただきご協力

をお願いします。 

 この研究の実施にあたっては患者さんの新たな負担(費用や検査など)は一切ありません。

また個人が特定されることのないように患者さんのプライバシーの保護には最善を尽くし

ます。この研究の計画や研究の方法について詳しくお知りになりたい場合や、この研究に両

立支援に関する情報を利用することを了解いただけない場合などは、下記の「問い合わせ先」

へご連絡ください。ご連絡がない場合には、ご同意をいただいたものとして研究を実施させ

ていただきます。 

 

研究課題名 

業務・通勤等に車両運転を必要とする勤労者・患者に対する治療と仕事の両立支援の現状と

課題 

 

研究の背景と目的 

 業務や通勤に車両運転を必要とする患者さんにとって、患った疾病のために車両運転能

力が回復するか否かは、元の業務や職場への復帰の可否と大きく関連します。 

 そこで、本研究では業務、通勤に車両運転を必要とする患者さんに対する両立支援の現状

と課題を明らかにし、その課題への対応策を検討することを目的とします。 

 

研究の方法 

●対象となる方 

労災病院において 2022 年 12 月までに両立支援をうけ、両立支援データベースに登録され

た方 

●研究期間 

研究実施期間 承認日～2024 年 3 月 31 日まで 

●利用する情報 

両立支援に関する情報 

●検体や情報の管理 

この研究に関わって収集される情報は、外部に漏えいすることのないよう、慎重に取り扱う

必要があります。 

 研究対象となる方の情報は、利用した労災病院両立支援センター・治療就労両立支援部に
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おいて氏名・住所・生年月日等の個人情報の代わりに符号をつけ、どなたのものか分からな

いようにして両立支援データベース上で管理されています。本研究では氏名・住所・生年月

日等の個人情報を含まない両立支援データベースの情報を用いて解析します。本研究の目

的以外に、本研究で得られた情報は利用せず、研究終了後 5 年以降もしくは研究発表後 3 年

以降の遅い時期に破棄いたします。 

 

研究組織 

研究責任者 

労働者健康安全機構 統括研究ディレクター 

大西洋英 

 

研究事務局 

労働者健康安全機構本部 勤労者医療・産業保健部 

勤労者医療課 両立支援データベース担当 

 

個人情報の取り扱い 

 本研究で収集される情報は、個人情報が削除されたうえで労働者健康安全機構本部にて

解析されます。研究成果は学会や学術雑誌で発表されますが、その際も患者さんを特定でき

る個人情報は利用しません。 

 

問合せ先 

労働者健康安全機構本部 勤労者医療課 両立支援データベース担当 

044-431-8641 

 

 


